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個人用賠償責任保険 約款改定のご案内 

個人特別約款 

改定項目 改定内容 

被保険者の

範囲の拡大 

被保険者が未成年者または

責任無能力者等である場合

に、その者の親権者、法定監

督義務者等を被保険者として

追加します。 

第３条（被保険者の範囲） 

（１）個人特別約款における被保険者は、本人のほか、次に掲げる

者をいいます。 

① 本人の配偶者 

② 本人またはその配偶者の同居の親族 

③ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子 

④ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人

の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に

代わって本人を監督する者（注１）。ただし、本人に関する

前条の事故に限ります。 

⑤ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者であ

る場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者お

よび監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者（注

２）。ただし、その責任無能力者に関する前条の事故に限り

ます。 

（注１）本人の親族に限ります。 

（注２）責任無能力者の親族に限ります。 

ゴルフカート

等の取扱の

変更 

ゴルフカート等の所有、使用ま

たは管理に起因する事故につ

いても補償対象とします。 

第５条（保険金を支払わない場合） 

当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負

担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いま

せん。 

①～⑧（略） 

⑨ 航空機、船舶・車両（注３）、銃器（注４）の所有、使用

または管理に起因する損害賠償責任 

（注１）、（注２）（略） 

（注３）原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカー

ト、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専

ら人力であるものを除きます｡ 

（注４）空気銃を除きます｡ 

 


